
コハクチョウ

　あけましておめでとうございます。
　皆様方には、お健やかに新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。
　また、平素から当指導センターの運営や諸事業の推進につきまして、格別のご協力を賜り厚
くお礼申し上げます。
　とりわけ11月20日に開催いたしました「生衛業経営セミナー」に関しましては、行政や日本
公庫をはじめ、県内各地、県外から多数のご参加を頂き有難うございました。
　その際、全国センター伊東事務局長から生衛組合の使命についての講演を伺い、先人たち
が勝取ってきた様々な恩恵を維持発展させるとともに、新たなメリットの開拓を行うことなど
により生衛組合の存在意義のアピールしていくこと、何よりも組合員一人一人が意識をもって
活動することが大切であり、それらにより一層の発展が期待できると感じました。
　また、中井弁護士の講演は大盛況であり、クレームへの対処法に苦慮されている方が多いと
感じました。その中で「クレームをモンスタークレームにしないことが大切」との言葉を伺い、
まさにクレーマー対応の核心ではないかと思いました。
　指導センターといたしましては、生衛組合をはじめ、行政や日本政策金融公庫等、関係機関
との一層の連携強化を図り、各種情報の収集・提供及び経営指導や融資相談事業の充実を図っ
ていく所存ですので、今後とも当指導センターへのご協力を賜りますよう重ねてお願いします。
　結びに、本年が皆様方にとって明るい1年になりますことご祈念申し上げ、新年の挨拶とさ
せていただきます。

　安来市には、たたら製鉄の砂鉄採取（鉄
穴流し）により大量の土砂が下流に流れ
てできた広大な能義平野が広がっていま
す。この平野を約６㎞に渡って走る通称
“白鳥ロード”周辺には、冬になると千数
百羽ものコハクチョウが遥か遠くユーラシ
ア大陸より飛来。落ち穂をついばみ体力
温存、春が近づくまで羽を休める場所に
なっています。〔安来市観光協会HPより〕

（安来市宇賀荘町〜沢町付近）
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栄えある受賞おめでとうございます。

生活衛生同業組合活動推進月間
　毎年11月を「生活衛生同業組合活動推進月間」と定め、関係機関・団体の協力のもとに、
生衛組合の周知広報や組合活動の活性化のための取組みを重点的に展開することとなりまし
た。（主催：(一社 ) 全国生活衛生同業組合中央会、全国生活衛生同業組合連合会、都道府
県生活衛生同業組合）
　今年も10月12日に各生衛組合及び指導センターに加え、行政や政策金融公庫の出席のも
と、連絡会議を開催しました。
　会議では各生衛組合の現状や課題等を検討するとともに、関係機関の連携強化と組合活動
活性化の推進について意見交換しました。

＜生衛組合に加入すると、こんな特典があります＞
１．日本政策金融公庫の融資がより有利な条件で受けられます。
２．各生衛組合が取扱う各種保険共済制度に加入できます。
３．各生衛組合が開催する各種講習会・研修会に参加できます。
４．機関紙や情報誌で、業界の最新の情報を知ることが出来ます。
５．飲食店でのカラオケ使用料や宿泊施設のＮＨＫ受信料が割引になります。
６．その他
商品、原材料などを共同購入している組合では安価で仕入れができます。
県内８組合や行政、他団体等との人的ネットワークづくりができ、経営に活かすことが
出来ます。

　平成29年生活衛生功労者として、次の方々が栄えある表彰を受けられました。
　長年にわたり生衛組合の組織強化と業界発展のために貢献されました。
　これからも元気でご活躍されることを祈念いたします。
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組 合 ト ピ ッ ク ス

全国理容競技大会・理容師メッセージ大会
島根県理容生活衛生同業組合

　毎年、秋に開催される全国理容競技
大会・理容師メッセージ大会が、10月
16日（月）、和歌山県の和歌山ビッグホ
エールに於いて行われ、島根県からは、
県大会で勝利を収められた２選手が出
場されるので、講師会の有志で応援に
行ってきました。
　結果として上位入賞は逃したものの、
日頃の練習の成果を十分に発揮され素
晴らしい出来栄えでした。
　また、開催地へはここ数年毎年行っているのですが、各県の特産品や景観を見たり、大

会の熱い盛り上がりと選手の真剣な眼差しを肌で感じ
ることにより、普段の生活では味わえない刺激を受け、
帰ってからのパワーの源になっています。
　2020年東京オリンピックの年、島根県で全国大会
が開催されます。来県いただいた全ての方々に、「島
根に来てよかった。ありがとう。」と心から感じてい
ただけるよう、HOT（情熱的）でクール（カッコいい）
な『お・も・て・な・し』ができたらと思います。

衛生的な食肉料理講習会
島根県食肉生活衛生同業組合

　12月８日、大田市のサンレディー大田において『衛
生的な食肉料理講習会』を開催しました。
　この講習会は毎年、指導センターの振興交付金を活
用して実施しており、募集開始日に定員25名の応募が
あるほどの、超人気の講習会となっています。
　講習会の冒頭に、指導センターの桐原専務理事から
冬場の食中毒に注意すること、川本町の管理栄養士　
三上公子先生から食肉の保存方法など、衛生面での注意点について講話がありました。
　料理実習は三上先生のご指導の下、「牛肉と千切り野菜の南蛮漬け」などの食肉料理を
含めて５品を作り、皆さんでおいしくいただきました。
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組 合 ト ピ ッ ク ス

第102回トップマスターズモード普及講習会
島根県美容業生活衛生同業組合

　11月13日、出雲市のパルメイ
ト出雲にて『第102回トップマス
ターズモード普及講習会』
を開催しました。
　この講習会は毎年、全日
本美容講師会がヘアスタイ
ル・帯結びの新作を発表し
たものに対し、全国各地で
普及講習会を行うものです。

　ここ島根県では富山県の中居由佳先生を講師にお迎えして、ヘ
ア『ＭｙＳｔｏｒｙ』について、スクリーンを見ながら丁寧にご指導して頂きました。
　また帯結びでは県内の講師会員さんにより『光鱗（こうりん）』と『未輝（みき）』２作
品の技術展示を披露しました。

平成29年度　後継者育成支援事業

　若い人の生衛業についての職業意識の向上と就
業を促進し、後継者育成を目的に11月16日（木）
松江開星高校（２年生、143名）において、平成
29年度の後継者育成支援事業として、理容組合
の協力のもと「理容業によるキャリアデザイン講
座」を開講しました。
　開講にあたって、理容師はヘアデザイナーであ
るとともに、ファッションアドバイスを含めた
トータルコーディネイターとしての役割が期待さ
れているとの講演がありました。
　その後、男子２名・女子１名の生徒モデルへの
カットデモンストレーションを実施したほか、生
徒代表によるウィッグを使ったカット体験を行う
など、中身の濃い授業でした。
　生徒アンケートの中には、「国家資格があるの

は初めて知りま
した。髪を少し
切ったり、少し
セットするだけ
で雰囲気が変わっていてすごいなと感じました。」
また、「理容師にあまり興味はなかったですが、今日の
体験を見てとても興味を持ちました。」等々の好反響で
した。
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生衛業経営セミナー（島根会場）の開催

　平成29年11月20日（月）に全国セン
ターに協力して、経営セミナーを松江
エクセルホテル東急において開催しま
した。
　当日は予想を上回る参加者（118名）
があり、用意した席がすべて埋まる満
員状態、参加者を席まで案内するのに
も苦労しました。

　全国センター伊東事務局長、当指導センター佐藤理事長の挨拶に続き、草津駅前法律
事務所の中井弁護士から「モンスター・クレーマー（悪質な苦情者）への対応について」
と題して講演がありました。
　中井弁護士からは悪質なクレーマーの見分
け方、対応の仕方やモンスタークレーマーに
しないための対応など詳しい説明があり、熱
心にメモをとる受講者が目立ちました。
　続いて全国センター伊東事務局長から「生
衛法と生活衛生同業組合の使命とは」と題し
て、先人たちの努力により生まれた生衛法や
金融公庫設立の経緯について説明がありまし
た。
　また、組合の強化・組合員確保のため、未
来に向かってのメリットの上積みと組合員一
人一人の活動が大切であるなどの説明があ
り、組合員の中からは「目からうろこの内
容」、「今、我々があるのは先輩たちのおかげ」、
「しっかり引き継いでいかなければ」などの
言葉が発せられていました。
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Ｓマークって何？
厚生労働大臣が認可した
営業約款をきちんと守っている
店だけが掲げることのできる
マークです。

お店を利用する際の
めやすにしてください。

マークの当店は、 を保証します。3つのS
安全・安心・清潔

“安全・安心・清潔を約束するＳマークに登録しましょう”
標準営業約款は、法律で定められた消
費者（利用者）擁護に資するための制
度です。
未登録店の方は、当指導センター又は
所属の生活衛生同業組合までお問合せ
ください。

（対象）    ５種
　理容店、美容店、クリーニング店、
　一般飲食店、めん類飲食店
（登録基準日）　年２回
　8月 1日、2月 1日

理容・美容・クリーニング・めん類飲食・一般飲食店の
Ｓマークは、３つのＳをお約束するマークです。

Safety＝安全であること
Standard＝安心であること
Sanitation＝清潔であること

生 衛 業 の 皆 様 に 営業相談室のご案内

◆　指導センターの事業計画、各種研修 (クリーニ
ング師研修など )については、ホームページ
(http://seiei-shimane.or.jp/)をご覧下さい。

◎指導センター相談室は毎日午前 10時～
　午後 4時まで（土・日・祝祭日を除く）

　生衛業の皆様の経営の健全化・衛生水準
の維持向上のため、営業相談室を設置して
おります。
　融資相談・経営相談等お気軽にご利用下
さい。
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〒 690-0882　松江市大輪町 414-9　423 号
TEL：0852-26-0651　Fax：0852-26-4684

標準営業約款について
　物品の販売やサービスの提供等の一般商取引を行う場合は、提供の方法や問題が生じ
た場合の解決方法等を記載した、書面による契約を締結するのが一般的です。
　しかしながら、不特定多数の利用者との個別契約が困難な場合には、あらかじめ契約
条項を作成・公開することで契約に換える方法がとられており、これを約款といいます。
　標準営業約款は「提供する役務」や「損害賠償」等について定めたもので、厚生労働
省の認可を受けた約款です。
　従って、利用者に安全・安心であるとともに、営業者にとっても不当なクレーム防止
の観点から有効な制度であると考えています。
　標準営業約款登録店は約款条項を遵守するとともに、標識（Sマーク）を掲示して、
安全・安心なお店であることをPRしましょう。
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